
平成 24 年 5月 21 日 

各      位 

会 社 名   日 本 電 話 施 設 株 式 会 社 

代表者名   取締役社長  伊 藤  卓 志 

（コード番 号 １９５６ 東 証 ・名 証 １部 ） 

問合せ先 取締役総務部長   吉  川   努  

                                （ Ｔ  Ｅ  Ｌ  ０ ５ ２ － ２ ６ ３ － ５ ０ １ １ ） 

 
 
 
 

定款一部変更に関するお知らせ 

 

 

 当社は、平成 24 年 5月 21 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 24年 6 月 26 日

開催予定の第 58 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいた

します。 

 

記 

１．変更の理由 

（１）平成 24 年 5 月 11 日発表のとおり現行定款第 1条（商号）を変更し、併せて、平成 24 年 

10 月 1 日に効力が発生する旨の附則を設けるものであります。 

（２）当社の事業内容の拡大および今後の事業展開に備えるため、現行定款第 2条（目的）に 

目的事項の追加を行い、号文の新設に伴い号数の繰り下げを行うものであります。 

 
２．変更の内容 

  変更の内容は、別紙のとおりであります。 

 

３．日程 

定款変更のための株主総会開催日  平成24年 6月26日（火曜日） 

定款変更の効力発生日       平成24年 6月26日（火曜日）（第2条） 

                 平成24年10月 1日（月曜日）（第1条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙） 

（下線部分は変更箇所を示しております。） 

現   行   定   款 変     更     案 

第１章 総則 
（商号） 
第１条 当会社は、日本電話施設株式会社と称し、

英文では NIPPON DENWA SHISETSU CO.,LTD.

と表示する。 

第１章 総則 
（商号） 
第１条 当会社は、ＮＤＳ株式会社と称し、 

英文では NDS CO.,LTD.と表示する。 

（目的） 

第２条 当会社は国内および国外において、次の 

事業を営むことを目的とする。 

(1) ～ (2)   (条文省略） 

（新 設） 

（新 設） 

 

(3) ～ (10)  （条文省略） 

（新 設） 

 

 

（新 設） 

 

（新 設） 

 

(11) ～ (18) （条文省略） 

（目的） 

第２条 当会社は国内および国外において、次の 

事業を営むことを目的とする。 

(1)  ～ (2) （現行どおり） 

(3) 太陽光発電装置の施工、販売 

(4) 蓄電池設備、発電機設備の販売および設置・

保守 

(5) ～ (12) （現行どおり） 

(13) 高齢者専用賃貸住宅・高齢者向け優良賃貸 

住宅・サービス付き高齢者向け住宅の設置、 

運営、管理 

(14) 介護保険法に基づく居宅サービス事業、 

居宅介護支援事業、介護予防サービス事業 

(15) 高齢者介護を支援する監視システムの 

開発、販売、管理 

(16) ～ (23) （現行どおり） 

 
（新 設） 

附 則 
第１条の変更は、平成２４年１０月１日をもって 
効力を生ずるものとする。 
なお、本附則は、当該効力発生日をもって、これ

を削除する。 

 

以  上 


